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 第４日 

 平成25年９月６日（金） 

午前10時零分開会 

○議長（手嶋源五君）  これより本日の会議を開きます。 

 なお、本日の出席議員は20名で会議は成立いたします。 

 本日の議事日程については、お手元に配付のとおりであります。御了承願います。 

 これより決議案の上程を行います。 

 本日、議会運営委員会より決議案１件が提出されました。これを上程し、提案理由の説

明を求めます。議会運営委員長。 

     （議会運営委員長 桑野博明君登壇） 

○議会運営委員長（桑野博明君）  ただいま議題となりました決議案第１号福岡ソフトバ

ンクホークスファーム本拠地の誘致を推進する決議につきまして、提出者を代表いたしま

して提案理由を簡潔に説明いたします。 

 決議案の内容につきましては、お手元に配付のとおりでありますが、先月、プロ野球の

人気球団であります、地元、福岡ソフトバンクホークスがファームの本拠地を現在の福岡

市から移転する計画を発表し、移転先の自治体の公募を始めました。報道によりますと、

県内を中心に20を超える自治体が誘致に名乗りを上げ、朝倉市も８月29日に正式に誘致を

表明いたしました。既に商工会議所、観光団体など市内11団体から誘致を望む要望書が市

長に提出されており、誘致を求める署名活動も始められております。議会といたしまして

も、福岡ソフトバンクホークスファーム本拠地の朝倉市への誘致は市民の悲願であると判

断し、実現に向け、市執行部、市民と一体となって誘致運動を全力で進めていくことを内

外に表明するため、本案を提出する次第であります。 

 以上、提案理由を御説明いたしましたが、皆様方におかれましても御賛同賜りますよう

お願い申し上げて説明を終わります。 

     （議会運営委員長 桑野博明君降壇） 

○議長（手嶋源五君）  以上で提案理由の説明は終わりました。 

 お諮りいたします。決議案第１号につきましては、緊急を要しますので、会議規則第35

条第２項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに本会議において議決いたしたいと思

います。これに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（手嶋源五君）  御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 

 決議案考案のため暫時休憩をいたします。その場でお願いいたします。 

午前10時３分休憩 

―――――――― 

午前10時４分再開 
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○議長（手嶋源五君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 これより、決議案の質疑を行います。質疑は申し合わせにより、同一議題について３回

までとなっております。御了承願います。 

 それでは、決議案第１号福岡ソフトバンクホークスファーム本拠地の誘致を推進する決

議についてを議題といたします。質疑ありませんか。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（手嶋源五君）  なければ、これをもって本件の質疑を終了いたします。 

 それでは、討論を行います。御意見ありませんか。６番中島秀樹議員。 

○６番（中島秀樹君）  ホークスの誘致につきましては、市民の運動を見ておりますと、

市民の心が久々に１つになった力ある運動だというふうに思っております。ホークスが来

れば、子供たちに夢を、大人たちに力を与えることができるというふうに思っております。

ホークスの誘致を成功させまして、ホークスファンの皆さん、ホークス球団の皆さんに、

そうだ、朝倉市に行こうと思っていただけるよう議会からも強力なメッセージを発するべ

きだというふうに思っております。 

 賛成討論とさせていただきます。 

○議長（手嶋源五君）  ほかに。８番柴山恭子議員。 

○８番（柴山恭子君）  ８月３日の報道以来、いつかこの日が来るのではないかといろい

ろな活動を皆様それぞれにやってこられました。一人一人の動きではなく、こうして議会

が全員一致して運動をするちゅうことはとてもすばらしいことだと思います。 

 賛成討論といたします。 

○議長（手嶋源五君）  ほかに。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（手嶋源五君）  ほかになければ、これにて討論を終了いたします。 

 お諮りいたします。採決に当たりましては、あらかじめ議会運営委員会にもお諮りいた

しました結果、起立採決で行いたいと思います。これに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（手嶋源五君）  御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 

 それでは、採決いたします。本件は原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求

めます。 

     （賛成者起立） 

○議長（手嶋源五君）  お座りください。起立全員と認めます。よって、決議案第１号は、

原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩いたします。 

午前10時７分休憩 


